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令和 2年度（令和 3年 3月 31日現在）貸借対照表 
 
 

  （単位：百万円） 

科         目 金 額 科         目 金 額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

現 金 及 び 預 貯 金 53,026 保 険 契 約 準 備 金 594,015 

現 金 1 支 払 備 金 72,770 

預 貯 金 53,025 責 任 準 備 金 521,245 

有 価 証 券 570,227 そ の 他 負 債 103,521 

国 債 108,425 共 同 保 険 借 187 

地 方 債 500 再 保 険 借 7,626 

社 債 104,372 外 国 再 保 険 借 49,266 

株 式 20,283 未 払 法 人 税 等 604 

外 国 証 券 323,057 預 り 金 1,383 

そ の 他 の 証 券 13,588 前 受 収 益 77 

貸 付 金 1,460 未 払 金 12,254 

保 険 約 款 貸 付 1,387 仮 受 金 7,429 

一 般 貸 付 72 金 融 派 生 商 品 18,487 

有 形 固 定 資 産 21,169 リ ー ス 債 務 4,146 

土 地 7,490 資 産 除 去 債 務 2,058 

建 物 7,275 退 職 給 付 引 当 金 5,479 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 6,402 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 144 

無 形 固 定 資 産 19,735 賞 与 引 当 金 1,651 

ソ フ ト ウ ェ ア 19,018 特 別 法 上 の 準 備 金 309 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 717 価 格 変 動 準 備 金 309 

そ の 他 資 産 106,463 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 528 

未 収 保 険 料 5,122 負 債 の 部 合 計           705,650 

代 理 店 貸 21,714 （ 純 資 産 の 部 ）   

共 同 保 険 貸 187 資 本 金 13,762 

再 保 険 貸 14,204 資 本 剰 余 金 68,271 

外 国 再 保 険 貸 39,881 そ の 他 資 本 剰 余 金 68,271 

未 収 金 3,136 利 益 剰 余 金 30,666 

未 収 収 益 2,131 利 益 準 備 金 3,085 

預 託 金 3,653 そ の 他 利 益 剰 余 金 27,580 

地 震 保 険 預 託 金 1,363 （ 圧 縮 積 立 金 ） 110 

仮 払 金 13,724 （ 繰 越 利 益 剰 余 金 ） 27,470 

金 融 派 生 商 品 781 株 主 資 本 合 計           112,700 

そ の 他 の 資 産 561 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 16,586 

前 払 年 金 費 用 3,365 土 地 再 評 価 差 額 金 △ 4,201 

繰 延 税 金 資 産 55,516 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 12,385 

貸 倒 引 当 金 △ 228 純 資 産 の 部 合 計           125,085 

資 産 の 部 合 計 830,735 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 830,735 
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注記 

1. 有価証券の評価基準及び評価方法は次のとおりです。 

（1）満期保有目的の債券の評価は、移動平均法による償却原価法（定額法）により行っています。 

（2）その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、期末日の市場価格等に基づく時価法により行ってい

ます。なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法に基づ

いています。 

（3）その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものの評価は、移動平均法に基

づく原価法により行っています。 

2. デリバティブ取引の評価は、時価法により行っています。 

3. 土地の再評価に関する法律（平成 10年 3月 31日公布法律第 34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額については当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 

（1）再評価の実施年月日    平成14年3月31日 

（2）同法律第3条第3項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10年 3月 31日公布政令第 119号）第 2条第 4号に定める地

価税法第 16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁

長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法のほか、同条第

5号に定める鑑定評価に基づいて算定しています。 

（3）同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用

土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額は、1,855百万円です。また、賃貸等不動産に該当する

事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額と

の差額は、380百万円です。 

4. 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により行っています。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年

数とした定額法によっています。なお、残存価額については、零としています。 

5. 無形固定資産の減価償却は、定額法により行っています。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主として5年）に基づいて償却し

ています。 

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算は、外貨建取引等会計処理基準に準拠して行っています。 

7. 貸倒引当金は資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、次のとおり計上しています。 

破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債

務者に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から担保の

処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を引き当てています。 
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今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の処

分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を

総合的に判断して必要と認められる額を引き当てています。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じ

た額を引き当てています。 

また、全ての債権は資産の自己査定要領に基づき、資産の自己査定規程に定める実施部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した部署が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っ

ています。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額及び保証等

による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、

期末時点で残高はありません。 

8. 退職給付に係る会計処理の方法は次のとおりです。 

(1) 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっています。 

(2) 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしていま

す。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額

法により費用処理しています。 

9. 役員退職慰労引当金は、取締役等の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当事業年度末におけ

る要支給額を計上しています。 

10. 賞与引当金は、従業員賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しています。 

11. 価格変動準備金は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第 115条の規定に基づき計上し

ています。 

12. 外貨建債券に係る為替変動リスクをヘッジする目的で実施する為替予約取引及び通貨スワップ取引につい

て時価ヘッジを適用しています。 

なお、ヘッジの有効性については、原則としてヘッジ開始時点から有効性判定時点までの期間において、

ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、両者の変動額を基礎にして判断しています。た

だし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があることが明ら

かな場合には、ヘッジの有効性の判定を省略しています。 

13. 消費税等の会計処理は税抜方式によっています。ただし、損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は

税込方式によっています。なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、5年間で均等償却を行

っています。 
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14. 保険料、支払備金及び責任準備金等の保険契約に関する会計処理については、保険業法等の法令等の定め

によっています。 

15. 表示方法の変更 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31 号 2020 年3 月31 日）を当事業年度の

年度末に係る計算書類から適用し、重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。 

16. 重要な会計上の見積り 

（1）支払備金の評価 

① 当事業年度の計算書類に計上した金額 72,770百万円 

② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

(ア) 算出方法 

普通支払備金に関しては、支払義務が発生した保険契約に関して、期末日時点で利用可能な情報に

基づき、損害査定等の方法により将来の支払額を見積り計上しています。 

IBNR備金に関しては、支払事由が発生したと認められるが、未報告の保険契約について、その最終

損害額を主に統計的見積法により算出し、将来の支払額を見積り計上しています。 

(イ) 主要な仮定 

普通支払備金は、保険契約の補償内容と損害査定の結果をもとに将来の支払額を見積り計上してい

ます。損害査定においては、過去の支払実績の傾向や、法改正や過去の裁判例、経済環境及び社会

情勢の変化に伴う医療費用、車両や家財の修繕コスト、人件費の変化等が影響を及ぼす可能性も考

慮しています。 

IBNR備金は、予想損害率、保険金等進展率等の主要な仮定を使用して、将来の支払額を見積り計上

しています。 

(ウ) 翌事業年度の計算書類に与える影響 

各事象の将来における状況変化等により保険金等の支払額や支払備金の計上額が、当初の見積額か

ら変動する可能性があります。 

（2）繰延税金資産の回収可能性 

① 当事業年度の計算書類に計上した金額 55,516百万円 

② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

(ア) 算出方法 

将来の収益力に基づく課税所得を合理的に見積った上で、将来の税金負担額を軽減する効果を有す

る範囲で繰延税金資産を計上しています。 
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(イ) 主要な仮定 

将来の課税所得の見積りは、経営者の承認を受けた事業計画に一定のストレスをかけて算出してお

り、そこでの主要な仮定は、保険料の成長の見込み及び保険金等の発生の見込みです。 

(ウ) 翌事業年度の計算書類に与える影響 

繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに依存するため、将来、当社を取り巻く環

境に予見しえない大きな変更があった場合等、保険料の成長見込み及び保険金等の発生見込みが変

動することにより、課税所得の見積額が変動した場合は、繰延税金資産の計上額が変動する可能性

があります。 

17. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、社会性、公共性の高い損害保険を中心とした事業を行っています。これらの保険契約の性格

を十分に把握し、将来の保険金や給付金支払いの備えとしての保険契約準備金に見合う金融商品を選

別して資産運用を行っています。 

金融商品を含めた資産運用への取組方針は、「資産運用方針」等を定めています。法令遵守、社会的

責任、経営の安定といった理念に基づき行っています。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当社が保有する金融商品は、主として株式、国内債券、外国債券、投資信託などの有価証券やデリバ

ティブ及び貸付金等の金銭債権債務があります。 

金利、株価、為替といった市場の変動により、これらの金融商品の価値が減少し損失を被るといった

「市場関連リスク」、また、それぞれの発行体や貸付先といった信用供与先の財務状況の悪化などに

より、元利金の支払いが遅延、回収不能となり損失を被るといった「信用リスク」があります。な

お、金融商品のリスクに対するヘッジを主な目的として、金利や株価指数、為替に対する先物取引、

先渡取引、オプション取引等のデリバティブ取引を行うことがあります。 

また、市場の混乱等により保有する金融商品が市場で取引できなかったり、適正な価格で取引できな

かったりするといった「流動性リスク」があります。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

金融商品の取引全般に係る権限規程及び資産運用リスク管理に係る規程等を定め、これらの規程等に

基づいて取引を実施し、リスクを管理しています。 

また、資産運用部門（フロント部門）、事務管理部門（バック部門）、リスク管理部門（ミドル部

門）をそれぞれ独立させ、牽制機能が働く体制としています。 

資産運用部門は、投融資委員会を設置し、運用戦略等を協議する体制を構築するとともに、リスク特

性に応じて保有限度額や損切り等のリミットを設定し管理しています。 

また、リスク管理部門は、VaR（バリュー・アット・リスク）計測等を行うことによりリスクをモニ
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タリングし、その状況を定期的にリスク・キャピタル委員会等に報告しています。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記にお

ける契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありま

せん。 

18. 金融商品の時価等に関する事項 

令和3年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、

時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めていません（（注2）参照）。 

   

貸借対照表 時価 差額 

計上額 （百万円） （百万円） 

（百万円）     

(1)現金及び預貯金 53,026 53,026 － 

(2)有価証券       

① 満期保有目的の債券 65,337 71,337 6,000 

② その他有価証券 503,015 503,015 － 

(3)貸付金 1,460 1,460 － 

資産計 622,839 628,840 6,000 

デリバティブ取引（*）       

① ヘッジ会計が適用されていないもの △ 880 △ 880 － 

② ヘッジ会計が適用されているもの △ 16,825 △ 16,825 － 

デリバティブ取引計 △ 17,706 △ 17,706 － 

（*）その他資産及びその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。デリバティ

ブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。 

（注 1）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1）現金及び預貯金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっていま

す。 

(2）有価証券 

株式の時価は取引所の価格によっています。債券の時価は日本証券業協会の公表する公社債店頭売

買参考統計値表に表示される価格又は情報ベンダーから提示された価格、もしくは取引金融機関か

ら提示された価格等によっています。また、投資信託の時価は取引所の価格又は公表されている基

準価格、もしくは取引金融機関等から提示された価格によっています。 

 

(3）貸付金 

貸付金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実

行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によってい
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ます。一方、固定金利によるものは、貸付金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利

金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しています。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フロ

ーの現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているた

め、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、

当該価額をもって時価としています。なお、貸付金のうち貸付額を担保資産の範囲内に限定してい

るものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想

定されるため、帳簿価額を時価としています。 

デリバティブ取引 

為替予約取引の時価の算定には、先物為替相場を使用しています。通貨スワップ取引の時価は、期

末日現在の金利を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定していま

す。 

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次のとおりであり、「資産(2)②その他有

価証券」には含めていません。 

区分 

貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

① 非上場株式（*1） 1,864 

② 組合出資金（*2） 10 

合計 1,874 

(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから

時価開示の対象とはしていません。 

(*2) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもの

で構成されているものについては、時価開示の対象とはしていません。 

19. 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項 

（1）賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社では、全国主要都市を中心に賃貸オフィスビル、賃貸住宅等を所有しています。 

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項 

用途 

貸借対照表 

計上額 

(百万円） 

時価 

（百万円） 

オフィスビル 6,759 5,958 

住宅 等 25 28 

合 計 6,785 5,987 

（注1）貸借対照表計上額及び時価は、当社の使用部分を控除した金額です。なお、当該控除金額は

使用面積により按分して算出しています。 

（注2）貸借対照表計上額は取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額です。 

（注3）当事業年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書
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に基づく金額です。 

20. 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、3ヵ月以上延滞債権、および貸付条件緩和債権はありません。な

お、それぞれの定義は以下のとおりです。 

破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部分

を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96

条第1項第3号イからホまで（貸倒引当金勘定への繰入限度額）に掲げる事由又は同項第4号に規定する事由

が生じている貸付金です。 

延滞債権とは未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金です。 

3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸付金で

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。 

貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞

債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものです。 

21. 有形固定資産の減価償却累計額は 33,092百万円、圧縮記帳額は 2,599百万円です。 

22. その他の無形固定資産のうち主なものはソフトウェア仮勘定 715百万円です。 

23. 関係会社に対する金銭債権総額は 614百万円、金銭債務総額は 4,468百万円です。 

24. 繰延税金資産の総額は 70,440百万円、繰延税金負債の総額は 4,952百万円です。また、繰延税金資産から

評価性引当額として控除した額は 9,970百万円です。 

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、責任準備金48,587百万円、繰越欠損金8,860百万円、支払備金

2,865百万円及び退職給付引当金2,431百万円等です。 

繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、その他有価証券評価差額金4,889百万円等です。 

25. 担保に供している資産は有価証券 15,223百万円です。 

26. 支払備金の内訳は次のとおりです。 

支払備金（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） 167,588 百万円 

同上にかかる出再支払備金 101,667 百万円 

 差引（イ） 65,921 百万円 

地震保険および自動車損害賠償責任保険にかかる支払備金（ロ） 6,848 百万円 

  計（イ＋ロ） 72,770 百万円 

27. 責任準備金の内訳は次のとおりです。 

普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 482,667 百万円 

同上にかかる出再責任準備金 238,766 百万円 

 差引（イ） 243,901 百万円 

その他の責任準備金（ロ） 277,344 百万円 

  計（イ＋ロ） 521,245 百万円 
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28. 1株当たり純資産額は 11,360,054円です。 

算定上の基礎である純資産の部の合計額から控除する金額はありません。普通株式の当事業年度末株式数

は10,011株、普通株式と同等の株式数は1,000株です。 

29. 退職給付に関する事項は次のとおりです。 

（1）採用している退職給付制度の概要 

当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用

しています。確定給付企業年金制度（すべて積立型制度）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又

は年金を支給しています。一部の確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されています。退

職一時金制度（非積立型制度であるが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっていま

す。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しています。 

（2）確定給付制度 

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付債務 56,607 百万円 

勤務費用 1,098 百万円 

利息費用 566 百万円 

数理計算上の差異の当期発生額 △ 1,972 百万円 

退職給付の支払額  △ 2,492 百万円 

過去勤務費用の当期発生額 1,619 百万円 

その他 △ 78 百万円 

期末における退職給付債務 55,347 百万円 

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

期首における年金資産 52,022 百万円 

期待運用収益 945 百万円 

数理計算上の差異の当期発生額 5,700 百万円 

事業主からの拠出額 2,985 百万円 

退職給付の支払額 △ 2,492 百万円 

その他 △ 78 百万円 

期末における年金資産 59,083 百万円 

③ 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表 

積立型制度の退職給付債務 55,347 百万円 

年金資産 △ 59,083 百万円 

 △ 3,735 百万円 

非積立型制度の退職給付債務 － 百万円 

未積立退職給付債務 △ 3,735 百万円 

未認識数理計算上の差異 7,360 百万円 

未認識過去勤務費用 △ 1,511 百万円 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,114 百万円 

退職給付引当金 5,479 百万円 

前払年金費用 △ 3,365 百万円 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,114 百万円 
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④ 年金資産の主な内訳 

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。 

債券  56.3% 

株式  28.8% 

現金及び預金  11.6% 

その他  3.3% 

合 計  100.0% 

年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が 11.2%含まれています。 

⑤ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を

構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。 

⑥ 数理計算上の計算基礎に関する事項 

期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しています。） 

割引率  1.0% 

長期期待運用収益率   

 確定給付企業年金資産に関するもの  2.0% 

 退職給付信託に関するもの  0.0% 

30. 事業年度末日後に、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象は生じていません。 

31. 企業結合等に関する注記 

共通支配下の取引等 

（1）取引の概要 

① 対象となった事業の名称及びその事業の内容 

事業の名称 AIGビジネス・パートナーズ株式会社の代理店管理システム事業 

事業の内容 共同代理店システム（AIG CONNECT）の運営管理 

② 企業結合日 

令和 2年 7月 1日 

③ 企業結合の法的形式 

AIGビジネス・パートナーズ株式会社を分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割 

④ 結合後企業の名称 

変更はありません。 

⑤ その他取引の概要に関する事項 

AIGビジネス・パートナーズ株式会社が保有していた代理店管理システム事業を当社に吸収分割す
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ることで、事業運営の効率化を図るものです。 

（2）実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基

づき、共通支配下の取引として処理しています。 

32. 当社は、令和 4年 3月期より連結納税制度を適用することを決定しており、法人税等の額は単体納税制度

に基づいて計上していますが、法人税等調整額については、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計

に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 5号および実務対応報告第 7号）に基づき、翌事業年度より連

結納税制度を適用するものとして、将来の会計期間において回収又は支払が見込まれる税金の額を計上し

ています。 

33. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。 
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令和 2年 4月 1日から 

                         令和 2年度                             損益計算書 

令和 3年 3月 31日まで 

                                                       （単位：百万円）      

科         目 金    額 

経 常 収 益 202,436 

保 険 引 受 収 益 195,621 

正 味 収 入 保 険 料 160,316 

収 入 積 立 保 険 料 △ 776 

積 立 保 険 料 等 運 用 益 4,873 

支 払 備 金 戻 入 額 4,481 

責 任 準 備 金 戻 入 額 26,645 

為 替 差 益 41 

そ の 他 保 険 引 受 収 益 39 

資 産 運 用 収 益 5,066 

利 息 及 び 配 当 金 収 入 8,793 

有 価 証 券 売 却 益 922 

有 価 証 券 償 還 益 212 

そ の 他 運 用 収 益 9 

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 △ 4,873 

そ の 他 経 常 収 益 1,748 

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 82 

そ の 他 の 経 常 収 益 1,665 

経 常 費 用 190,535 

保 険 引 受 費 用 98,002 

正 味 支 払 保 険 金 93,249 

損 害 調 査 費 23,484 

諸 手 数 料 及 び 集 金 費 △ 28,588 

満 期 返 戻 金 9,593 

契 約 者 配 当 金 0 

そ の 他 保 険 引 受 費 用 263 

資 産 運 用 費 用 3,736 

有 価 証 券 売 却 損 261 

有 価 証 券 償 還 損 56 

金 融 派 生 商 品 費 用 3,311 

為 替 差 損 106 

そ の 他 運 用 費 用 0 

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 88,219 

そ の 他 経 常 費 用 577 

支 払 利 息 32 

貸 倒 損 失 0 

そ の 他 の 経 常 費 用 544 

経 常 利 益 11,900 

特 別 利 益 2,098 

固 定 資 産 処 分 益 651 

価 格 変 動 準 備 金 戻 入 額 1,446 

特 別 損 失 1,705 

固 定 資 産 処 分 損 472 

減 損 損 失 731 

早 期 退 職 関 連 費 用 501 

税 引 前 当 期 純 利 益 12,293 

法 人 税 及 び 住 民 税 409 

法 人 税 等 調 整 額 △ 10,779 

法 人 税 等 合 計 △ 10,370 

当 期 純 利 益 22,663 
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注記 

1. 関係会社との取引による収益は発生していません。費用総額は 3,950百万円です。 

2.（1）正味収入保険料の内訳は次のとおりです。 

収 入 保 険 料 472,625 百万円 

支 払 再 保 険 料 312,309 百万円 

  差 引           160,316 百万円 

（2）正味支払保険金の内訳は次のとおりです。 

支 払 保 険 金 239,769 百万円 

回 収 再 保 険 金 146,520 百万円 

差 引           93,249 百万円 

（3）諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりです。 

支 払 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 96,026 百万円 

出 再 保 険 手 数 料 124,614 百万円 

差 引           △ 28,588 百万円 

（4）支払備金繰入額（△は戻入額）の内訳は次のとおりです。 

支払備金繰入額（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） △ 33,259 百万円 

同上にかかる出再支払備金繰入額 △ 29,094 百万円 

 差引（イ） △ 4,165 百万円 

地震保険および自動車損害賠償責任保険にかかる 

支払備金繰入額（ロ） 
△ 316 百万円 

  計（イ＋ロ） △ 4,481 百万円 

（5）責任準備金繰入額（△は戻入額）の内訳は次のとおりです。 

普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） △ 16,337 百万円 

同上にかかる出再責任準備金繰入額 △ 5,958 百万円 

 差引（イ） △ 10,379 百万円 

その他の責任準備金繰入額（ロ） △ 16,266 百万円 

  計（イ＋ロ） △ 26,645 百万円 

（6）利息及び配当金収入の内訳は次のとおりです。 

預 貯 金 利 息 3 百万円 

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 7,925 百万円 

貸 付 金 利 息 93 百万円 

不 動 産 賃 貸 料 764 百万円 

そ の 他 利 息 ・ 配 当 金 6 百万円 

計 8,793 百万円 

3. 金融派生商品費用中の評価損益は 17,706百万円の益です。 

4. 1株当たりの当期純利益金額は 2,058,255円 47銭です。 

算定上の基礎である当期純利益は22,663百万円であり普通株式及び普通株式と同等の株式に係るもので

す。また、普通株式の期中平均株式数は10,011株、普通株式と同等の株式の期中平均株式数は1,000株で
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す。 

5. 損害調査費、営業費及び一般管理費として計上した退職給付費用は 1,653百万円であり、その内訳は次の

とおりです。また、その他は確定拠出年金への掛金支払額です。 

勤 務 費 用 1,098 百万円 

利 息 費 用 566 百万円 

期 待 運 用 収 益 △ 945 百万円 

数理計算上の差異の当期の費用処理額 △ 66 百万円 

過去勤務費用の当期の費用処理額 570 百万円 

確定給付制度に係る退職給付費用 1,223 百万円 

そ の 他 430 百万円 

計 1,653 百万円 

6. 当期における法定実効税率は 27.93%、税効果適用後の法人税等の負担率は△84.36%であり、この差異の主

要な内訳は評価性引当額の減少による△111.76%等です。 

7. 関連当事者との取引については以下のとおりです。 

（1）親会社及び法人主要株主等 

該当事項はありません。 

（2）関連会社等 

該当事項はありません。 

（3）兄弟会社等 

種類 会社等の名称 

議決権等の

所有(被所

有)の割合 

関連当事者 

との関係 

取引の内

容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

親会社の

子会社 

National Union 

Fire Insurance 

Company of 

Pittsburgh, PA. 

なし 再保険取引先 

出再取引       

保険料 268,310 外国再保険貸 37,721 

保険金 117,661 外国再保険借 46,337 

手数料 118,953    

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）出再取引は、市場実勢を勘案して双方が希望条件を提示し、取引条件交渉の上で決定していま

す。 

（4）役員及び個人主要株主等 

該当事項はありません。 
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8. 減損損失について次のとおり計上しています。 

用途 種類 資産 
減損損失（単位：百万円） 

 内訳 

売却予定不動産、

遊休不動産及び 

売却予定動産 

土地 

建物 

その他 

美術品 2点及び 

高崎ビルなど 9物件 
275 

土地 103 

建物 94 

その他 76 

賃貸不動産 
土地 

建物 

長岡ビル、岐阜ビル

など 4物件 
455 

土地 171 

建物 283 

当社は、保険事業の用に供している不動産等については一つの資産グルーピングとし、賃貸不動産、遊休

不動産及び売却予定不動産等については個別の物件ごとにグルーピングしています。 

売却予定や遊休となったこと等により、上記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（731百万円）として特別損失に計上しています。 

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額としています。正味売却価額は不動産鑑定士による鑑定評

価額等を基に算出しています。 

9. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。 




